
登別市庁舎等電話設備更新業務委託公募型プロポーザル実施要領

１ 業務の趣旨

本事業は、庁舎における電話交換機（PBX）をクラウド型へ移行することにより、

執務環境の柔軟性の向上、業務継続性（BCP）の強化及び通信設備の運用負担の軽減

を図ることを目的とする「登別市庁舎等電話設備更新業務委託」に際し、優れた提

案及び能力を有し、最も適格と判断する者を公募型プロポーザル方式により選定す

るため、必要な事項を定めるものである。

２ 業務の概要

（１）委託等名

登別市庁舎等電話設備更新業務委託

（２）業務内容

別添「登別市庁舎等電話設備更新業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおり

（３）履行期間

ア 業務期間

契約締結日から令和１３年９月３０日まで

イ 業務内容の期間区分

本業務は、次の各期間に区分して実施するものとする。

（ア） 構築・移行期間

契約締結日から令和８年９月３０日まで

（イ） サービス提供期間

令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで



（４）提案上限額（消費税及び地方消費税を含む。）

３ プロポーザルの実施方式

本事業は、価格のみならず、技術力、実施体制、業務理解度等を総合的に評価し、

本市に最もメリットのある事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式を採

用する。

４ 参加資格要件

本プロポーザルに参加しようとする者は、次のすべての要件を満たすこと。

（１）法律行為を行う能力を有すること。

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。

（３）参加申込書の提出日から契約締結日までの期間、登別市から指名停止措置を受

けていないこと。

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていな

いこと。

（５）暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

年度 業務項目 提案上限額

令和８年度 クラウドＰＢＸ構築に係る

初期費用

１，４５２，０００円

上記以外 １３，１９８，０００円

令和９年度 ２４，９５７，０００円

令和１０年度 ２４，９５７，０００円

令和１１年度 ２４，９５７，０００円

令和１２年度 ２４，９５７，０００円

令和１３年度 １２，４７９，０００円

計 １２６，９５７，０００円



７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者（暴力団員が実

質的に経営を支配する事業者、その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員

と密接な関係を有する事業者をいう。））に該当しないこと。

（６）参加申込書提出時点において、登別市競争入札参加資格者名簿に登録されてい

ること。

（７）市区町村税並びに消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。

５ スケジュール（予定）

※審査結果の通知後、受託候補者に選定された者と協議を行い、所定の手続きを

経て委託契約を締結する。

※審査結果の通知後、受託候補者に選定された者と協議を行い、所定の手続きを経て

委託契約を締結する。

６ 実施要領等の公表

（１）公表時期

令和８年３月２３日（月）から

（２）公表方法

登別市公式ウェブサイト

※掲載 URL（https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2026031600017/）

（３）書類の提出方法

内 容 日 程

実 施 要 領 等 の 公 表 令和８年３月２３日（月）

質 問 受 付 期 間 令和８年３月２３日（月）～３月２７日（金）

質 問 へ の 回 答 令和８年３月３１日（火）

参加申込書及び企画提案書等の受付期間 令和８年３月２３日（月）～４月２３日（木）正午

企 画 提 案 書 等 の 確 認 令和８年４月２４日（金）～５月１日（金）

受 託 候 補 者 の 審 査 令和８年５月１１日（月）（予定）

審 査 結 果 の 通 知 令和８年５月１３日（水）（予定）

契 約 締 結 令和８年６月上旬（予定）



ペーパーレス及び DX の推進の観点から、各種書類の提出にあたっては、原則、

電子申請フォームによりアップロードの上、提出すること。

なお、市が掲示する様式及び見積書等への押印は省略できるものとする。

７ 質問の提出及び回答

（１）提出期限

令和８年３月２７日（金）

（２）質問方法

本事業に係る質問がある場合は、次の電子申請フォームに質問の要旨を簡潔に

記載すること。なお、電話等による口答の質問は受け付けない。

※電子申請フォーム URL（https://logoform.jp/form/szZL/1497956）

（３）質問に対する回答

質問要旨及び回答をまとめ、質問者の名前を伏せたうえで、令和８年３月３１日

（火）に登別市公式ウェブサイト上に公表する。

８ 参加申込書及び企画提案書等の提出

参加申込書を期限内に提出した者に限り、次のとおり提案書等の提出を受け付け

る。

（１）提出期限

令和８年４月２３日（木）正午

（２）提出書類

ア 参加申込書（様式１）

イ 誓約書（様式２）

ウ 企画提案書（任意様式）

別添仕様書に定める要件を満たすことが明らかになるように作成すること。

エ 参考見積書（任意様式）

消費税抜額、消費税額、消費税込額の別が判断できるよう記載すること。

（３）提出方法

参加申込書及び企画提案書等の提出にあたっては、次の電子申請フォームに提

出資料一式をアップロードするか、持参によること。



※電子申請フォーム URL（https://logoform.jp/form/szZL/1497891）

※電子申請フォームにおいては、１つあたりの添付ファイルの容量上限は

１０MB、かつ、１回あたりの回答全体の添付ファイルの容量上限は約１００MB

のため、容量の上限を超える場合は、ファイルの分割や複数回に分けて回答す

ること。

９ 辞退届の提出

参加申込者が、プロポーザルの参加を辞退する場合には、「辞退届」（様式３）に

必要事項を記入のうえ、次の電子申請フォームに辞退届をアップロードすること。

※電子申請フォーム URL（https://logoform.jp/form/szZL/1497982）

10 企画提案書等の確認

提出書類の不足や記載内容の不備等について担当による確認を行う。

11 審査の実施及び契約の締結

（１）審査実施日（予定）

令和８年５月１１日（月）

（２）審査方法

審査は、登別市職員で構成する「登別市庁舎等電話設備更新業務委託プロポー

ザル選定委員会」（以下「選定委員会」という。）」において、別に定める評価基準

表に基づき総合的に審査を行い、企画提案内容について評価点を算出し、その合

計点の高い参加申込者から順に契約交渉順位を定め、合計点の最も高い参加申込

者を受託候補者とする。

なお、審査については企画提案書に基づいたプレゼンテーション及びヒアリン

グ審査とする。

（３）審査結果の通知

審査結果は、すべての参加申込者に通知するとともに、登別市公式ウェブサイ

トに公表する。

（４）通知・公開日（予定）

令和８年５月１３日（水）



（５）契約に向けた協議

審査の結果、受託候補者として選定された者と協議を行い、所定の手続きを経

て委託契約を締結する。

ただし、失格その他の理由により、当該者と契約を締結できない場合には、次

順位の者を受託候補者として選定する。

12 留意事項

（１）本プロポーザルに要する経費等は、参加申込者の負担とする。

（２）本プロポーザルに係る事前説明会は開催しない。

（３）次のいずれかに該当する場合は、提出書類を無効とする。

ア 提出期間を過ぎて提出された場合

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合

ウ その他審査の公平性を害する行為等があったと登別市が認めた場合

（４）提出書類の取扱いは、次のとおりとする。

ア 提出書類は返却しない。

イ 提出期限後の提出書類の再提出、追加、差し替えは認めない。ただし、誤字・

脱字の修正等、軽微なものを除く。

ウ 提出書類は審査に必要な範囲内で複写することがある。

エ 提出書類は本業務に係る企画提案の審査以外の目的で使用しない。

（５）登別市が提示する資料等は、プロポーザル実施にあたっての検討以外の目的で

使用することを禁止する。

（６）業務の遂行にあたっては、登別市の条例・規則及び関係法令を遵守すること。

（７）提出書類は、登別市情報公開条例（平成１８年条例第３４号）に基づく情報公

開請求の対象となる可能性がある。

13 問合せ・連絡先

登別市総務部総務グループ

所在地：〒０５９－８７０１ 北海道登別市中央町６丁目１１番地

電 話：０１４３－８５－１１３０



メール：somu@city.noboribetsu.lg.jp


